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D-548 抗DNA抗体（シェーグレン症候群他） 

 

《令和 8 年 3 月 5 日新規》  

 

○ 取扱い 

 原則として、下記⑴～⑷の疾患に対する抗 DNA抗体の算定は認められ

ない。 

 ⑴ シェーグレン症候群 

 ⑵ 皮膚筋炎・多発性筋炎 

 ⑶ 強皮症 

 ⑷ 抗リン脂質抗体症候群（APS） 

 

○ 取扱いの根拠 

 抗 DNA 抗体は全身性エリテマトーデス（SLE）や混合性結合組織病

（MCTD）に対して有用な検査であり、他の膠原病に対する検査の意義は

乏しく算定は認められないと整理した。 

 


